
｢

私
達
は
ど
こ
か
ら
き
て
、 

  

ど
こ
へ
行
く
の
か
―
２
０
０
５｣ 

〜
市
民
提
案
型
ま
ち
づ
く
り 

　
　
　
事
業
補
助
対
象
事
業
〜 

第
３
回
　
民
謡
文
化
か
ら
見
た 

　
　
　
私
た
ち
と
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン 

東
京
都
及
び 

全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
お
知
ら
せ 

▼
問
合
せ  
子
育
て
支
援
課
保
育
係
�（
３
７
５
）８
１
１
１（
内
線
３
３
１
２
） 

幼
児
等
の

幼
児
等
の 

保
護
者
の
皆
さ
ん
へ

保
護
者
の
皆
さ
ん
へ 
幼
児
等
の 

保
護
者
の
皆
さ
ん
へ 

いきいき いきいき 
トピックス トピックス 

●
私
立
幼
稚
園
等 

園
児
保
護
者
補
助
金
の 

申
請
に
つ
い
て 

　
本
年
度
、
市
内
在
住
幼
児
の
在

籍
を
確
認
し
た
市
内
・
市
外
の
私

立
幼
稚
園
等
へ
申
請
書
を
送
付
し

ま
し
た
。
手
続
き
を
し
て
い
な
い

場
合
は
、
早
急
に
子
育
て
支
援
課

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
幼
稚
園
等
に
申
請
書
が
な
い
場

合
は
、
子
育
て
支
援
課
へ
要
問

い
合
わ
せ 

▽
対
象
　
市
内
に
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
し
て
い
る
、
私

立
幼
稚
園
ま
た
は
東
京
都
が
認

定
す
る
幼
稚
園
類
似
施
設
あ
る

い
は
市
が
認
定
す
る
幼
児
教
育

施
設
に
在
籍
中
の
満
３
歳
児
・

３
歳
児（
年
少
）・
４
歳
児（
年

中
）・
５
歳
児（
年
長
）の
保
護

者 

▽
交
付
額
　
左
表
の
と
お
り 

▽
交
付
時
期
　
４
月
〜
９
月
分
は

１０
月
末
日
、
１０
月
〜
翌
年
３
月

分
は
３
月
末
日
に
指
定
し
た
金

融
機
関
口
座
へ
振
り
込
み 

●
在
宅
幼
児
教
育 

助
成
補
助
金
の 

申
請
に
つ
い
て 

　
該
当
す
る
方
で
補
助
金
の
交
付

を
希
望
す
る
方
は
、
子
育
て
支
援

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

昨
年
度
申
請
し
た
方
も
新
た
に
申

請
が
必
要
で
す
。 

▽
対
象
　
幼
稚
園
や
保
育
園
等
に

通
っ
て
い
な
い
４
歳
児（
平
成

１２
年
４
月
２
日
〜
１３
年
４
月
１

日
生
ま
れ
）・
５
歳
児（
１１
年
４

月
２
日
〜
１２
年
４
月
１
日
生
ま

れ
）の
保
護
者 

▽
交
付
額
　
幼
児
１
人
当
た
り
月

額
２
千
７００
円 

▽
交
付
時
期
　
４
月
〜
９
月
分
を

１０
月
末
日
に
指
定
し
た
金
融
機

関
口
座
へ
振
り
込
み 

※
転
入
者
は
転
入
月
の
翌
月
か
ら

交
付
対
象 

●
私
立
幼
稚
園
預
か
り 

保
育
事
業
補
助
金
を 

新
た
に
交
付
し
ま
す 

　
市
は
４
月
か
ら
、
市
内
私
立
幼

稚
園
へ
通
園
す
る
市
内
在
住
の
園

児
の
保
護
者
が
、
各
幼
稚
園
の
預

か
り
保
育
を
利
用
し
、
預
か
り
保

育
料
を
支
払
っ
た
場
合
、
補
助
金

を
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

▽
交
付
額
　
園
児
１
人
当
た
り
の

預
か
り
保
育
料
月
額
の
２０
％（
上

限
は
２
千
円
） 

▽
交
付
時
期
　
４
月
〜
９
月
分
は

１０
月
末
日
に
、
１０
月
〜
翌
年
３

月
分
は
４
月
末
日
に
指
定
し
た

金
融
機
関
口
座
へ
振
り
込
み 

▽
申
請
　
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
・
押
印
し
、
各
幼
稚
園
へ 

※
該
当
者
に
対
し
、
４
月
〜
９
月

分
の
申
請
書
を
９
月
中
に
各
幼

稚
園
を
通
し
て
配
布 

※
預
か
り
保
育
を
実
施
し
て
い
な

い
幼
稚
園
も
あ
り
ま
す 

●
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助 

　
（
入
園
料
・
保
育
料
の
減
免
）の 

申
請
に
つ
い
て 

　
市
は
、
幼
稚
園
へ
通
園
し
て
い

る
幼
児
の
保
護
者
に
対
し
、
所
得

に
応
じ
当
該
年
度
の
入
園
料
・
保

育
料
の
一
部
減
免（
免
除
）を
行
う

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
減
免
額

等
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。 

　
申
請
書
は
、
各
幼
稚
園
か
ら
配

布
し
ま
し
た
が
、
市
外
の
幼
稚
園

へ
通
園
し
て
い
る
方
で
申
請
書
が

な
い
場
合
は
、
子
育
て
支
援
課
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
保
育
料
等
の
減
免
は
、
幼
稚
園

の
設
置
者
が
実
施 

▽
対
象  

次
の
す
べ
て
の
条
件
を

満
た
す
方
①
多
摩
市
に
住
民
登

録
ま
た
は
外
国
人
登
録
し
て
い

る
方
②
平
成
１７
年
４
月
１
日
現

在
、
満
３
歳
か
ら
満
５
歳
ま
た

は
１７
年
度
中
に
満
３
歳
の
誕
生

日
を
迎
え
る
幼
児
を
、
認
可
さ

れ
た
幼
稚
園
の
正
規
課
程
へ
通

園
さ
せ
て
い
る
保
護
者
③
左
表

の
条
件
に
該
当
す
る
方 

▽
申
請
　
私
立
幼
稚
園
に
在
園
の

対
象
者
は
、
申
請
書
「
保
育
料

等
減
免
措
置
に
関
す
る
調
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
し
、

各
幼
稚
園
へ 

※
市
立
多
摩
幼
稚
園
に
通
園
し
て

い
る
方
へ
は
、
９
月
に
お
知
ら

せ
を
配
布 

   

　
夏
休
み
は
、
子
ど
も
た
ち
が
保

護
者
等
の
監
督
下
か
ら
離
れ
、
一

人
ま
た
は
友
達
同
士
で
行
動
す
る

こ
と
が
多
く
な
り
、
交
通
事
故
が

心
配
な
時
期
で
す
。
夏
休
み
を
楽

し
く
過
ご
す
た
め
に
も
、
交
通
ル

ー
ル
を
守
り
、
事
故
に
遭
わ
な
い

よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

●
道
路
を
歩
く
と
き
は
、
よ
そ
見

を
し
た
り
、
ふ
ざ
け
た
り
、
道

い
っ
ぱ
い
に
広
が
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う 

●
道
路
を
渡
る
と
き
は
、
横
断
歩

道
か
歩
道
橋
を
渡
り
ま
し
ょ
う
。

信
号
が
青
に
な
っ
て
す
ぐ
に
渡

る
と
危
険
で
す
。
左
右
の
安
全

を
確
認
し
、
車
が
止
ま
っ
て
い

る
の
を
確
か
め
て
か
ら
渡
り
ま

し
ょ
う 

●
自
転
車
に
乗
る
と
き
は
交
差
点

や
道
路
の
曲
が
り
角
で
必
ず
一

時
停
止
し
て
、
安
全
を
確
か
め

ま
し
ょ
う
。
二
人
乗
り
な
ど
の

危
な
い
乗
り
方
は
や
め
ま
し
ょ

う
。
暗
く
な
っ
て
き
た
ら
必
ず

ラ
イ
ト
を
つ
け
ま
し
ょ
う 

▽
問
合
せ
　
多
摩
中
央
警
察
署
�

（
３
７
５
）０
１
１
０
、
市
役
所

道
路
交
通
課
交
通
担
当
�（
３

３
８
）６
８
２
６ 

    

　
自
転
車
・
バ
イ
ク
は
、
身
近
な

乗
り
物
で
す
が
、
歩
道
に
放
置
さ

れ
て
い
る
と
、
高
齢
者
や
障
が
い

の
あ
る
方
な
ど
が
、
安
心
し
て
通

行
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

　
安
全
で
快
適
な
環
境
づ
く
り
の

た
め
に
、
駐
輪
場
を
利
用
し
ま
し

ょ
う
。 

 
駐
輪
場
を
長
期
の
置
き
場
に 

し
な
い
で
く
だ
さ
い 

　
夏
休
み
な
ど
の
長
期
の
休
み
期

間
中
は
、
自
転
車
・
バ
イ
ク
を
駐

輪
場
に
置
い
た
ま
ま
に
せ
ず
、
自

宅
へ
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
駐

輪
場
内
に
自
転
車
・
バ
イ
ク
を
放

置
す
る
と
、
多
く
の
方
の
迷
惑
と

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
盗
難
や
い

た
ず
ら
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。
駐
輪
場
内
の
長
期
放
置

自
転
車
等
は
、
一
定
期
間
警
告
を

し
た
後
、
撤
去
し
ま
す
。 

▼
問
合
せ
　
道
路
交
通
課
交
通
担

当
�（
３
３
８
）６
８
２
６ 

   

　
ふ
れ
あ
い
せ
ん
と
う
は
、
市
内

公
衆
浴
場
の
維
持
存
続
と
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
推
進
等
を
目
的
と
し
て

実
施
し
て
い
ま
す
。 

　
市
民
の
皆
さ
ん
は
、
無
料
で
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

▽
時
間
　
午
後
３
時
〜
１１
時 

▽
場
所
　
立
花
浴
泉（
一
ノ
宮
３

―
６
―
５
） 

▽
問
合
せ
　
生
活
文
化
課
生
活
係

�（
３
３
８
）６
８
０
３ 

    

　
一
人
で
悩
ま
ず
に
、
身
近
な
問

題
を
近
隣
の
マ
ン
シ
ョ
ン
住
民
と

一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。 

▽
日
時
　
７
月
３０
日
�
午
後
１
時 

▽
場
所
　
市
役
所
西
第
１
・
２
会

議
室 

▽
対
象
　
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お

住
ま
い
の
方 

▽
定
員
　
７０
人（
申
し
込
み
先
着
順
） 

▽
内
容
　
①
第
１
部｢

グ
ル
ー
プ

相
談
会｣

＝
多
摩
市
住
宅
ア
ド

バ
イ
ザ
ー（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

士
等
）に
身
近
な
問
題
相
談
と

参
加
者
の
情
報
交
換
会
②
第
２

部｢

個
別
相
談
会｣

＝
前
半
の
グ

ル
ー
プ
相
談
か
ら
、
テ
ー
マ
ご

と
に
小
グ
ル
ー
プ
化
し
て
の
個

別
相
談
会 

▽
申
込
・
問
合
せ
　
住
宅
課
�（
３

３
８
）６
８
１
７
、
�（
３
３
７
）

７
６
６
０
、
Ｅ
メ
ー
ル（jutaku 

　@
city.tam

a.tokyo.jp

） 
      

▽
日
時
　
７
月
３０
日
�
午
後
２
時

〜
３
時
３０
分 

▽
場
所
　
永
山
福
祉
亭（
永
山
４

―
２
―
３
永
山
名
店
街
内
） 

▽
費
用
　
３００
円（
資
料
・
飲
み
物
代
） 

▽
講
師
　
関
利
夫
氏（
多
摩
市
民

謡
連
盟
会
長
） 

▽
問
合
せ
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
福
祉
亭
�（
３

７
４
）３
２
０
１ 

  

　
８
月
１５
日
�
開
催
の
東
京
都
及

び
全
国
戦
没
者
追
悼
式
へ
の
参
列

を
東
京
都
に
応
募
し
た
方
は
、
８

月
８
日
�
ま
で
に
多
摩
市
遺
族
会

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
会
場
へ
は
借
上
バ
ス
を

利
用
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方

は
、
併
せ
て
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

▽
問
合
せ
　
多
摩
市
遺
族
会
�（
３

７
４
）１
３
５
０ 

 

夏
休
み
は
交
通
事
故
に

夏
休
み
は
交
通
事
故
に 

　
　
　
注
意
し
ま
し
ょ
う

　
　
　
注
意
し
ま
し
ょ
う 

夏
休
み
は
交
通
事
故
に 

　
　
　
注
意
し
ま
し
ょ
う 

駐
輪
場
を

駐
輪
場
を 

利
用
し
ま
し
ょ
う

利
用
し
ま
し
ょ
う 

駐
輪
場
を 

利
用
し
ま
し
ょ
う 

７
月
２６
日
�
は｢

ふ
ろ
の
日｣ 

ふ
れ
あ
い
せ
ん
と
う

あ
な
た
の
マ
ン
シ
ョ
ン
生
活
を 

　
　
　
　
　
も
っ
と
快
適
に
！ 

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ミ
ナ
ー 

6校 

学
生
の
皆
さ
ん
へ 

わんぱく相撲全国大会出場！ 
　７月３１日�に両国国技館で開催される「わんぱ
く相撲全国大会」に、多摩市在住の森久保礼王君
（永山小５年）、田中郁也君（連光寺小４年）が出
場します。 
　現在、２人は大会に向けて、国士舘大学の相撲
道場で同大学相撲部コーチの指導を受け、練習に
励んでいます。 
　全国大会での活躍に期待しましょう。 

森久保礼王君森久保礼王君（右）右） 森久保礼王君（右） 

▼私立幼稚園等園児保護者補助金交付額表 

私立幼稚園・幼稚園類似施設 幼児教育施設 

補助基準 補助金（月額） 補助金（月額） 

平成１７年度の市民税が非課税の世帯 

生活保護世帯 

一律２,７００円 
以内 

平成１７年度の市民税の所得割課税
額が０円の世帯（均等割のみ課税） 

第１子・第２子 
以降共８,９００円以内 

第１子・第２子 
以降共７,２００円以内 

第１子６,２００円以内、 
第２子以降７,２００円以内 

第１子５,１００円以内、 
第２子以降７,２００円以内 

第１子・第２子以
降共２,７００円以内 

平成１７年度の市民税の所得割課
税額が１７,２００円以下の世帯 

平成１７年度の市民税の所得割課
税額が１２４,４００円以下の世帯 

平成１７年度の市民税の所得割課
税額が１６２,０００円以下の世帯 

上記イ・ロ・ハ・ニに該当しない世帯 

平成１７年度の市民税の確認がで
きない世帯 

イ 

ロ 

ハ 

ニ 

ホ 

▼幼稚園就園奨励費補助減免額・対象条件等 

公
立
幼
稚
園 

私
立
幼
稚
園 

平成１７年度の市民税が非
課税となる世帯及び生活
保護世帯 

１人就園の場合
及び同一世帯から
２人以上就園し
ている場合の最
年長者（第１子） 

同一世帯から２
人以上就園して
いる場合の次年
長者（第２子） 

同一世帯から３
人以上就園して
いる場合の左記
以外の園児 
（第３子以降） 

平成１７年度の市民税の所
得割課税額が０円（均等割
のみ課税）となる世帯 
平成１７年度の市民税が非
課税となる世帯及び生活
保護世帯 
平成１７年度の市民税の所
得割課税額が０円（均等割
のみ課税）となる世帯 
平成１７年度の市民税の所
得割課税額が１７,２００円以
下の世帯 

平成１７年度の市民税の所
得割課税額が１２４,４００円
以下の世帯 

減免（補助）限度額（年額） 

２０,０００円 
 

４３,０００円 
 

６５,０００円 

１３９,１００円 １９７,０００円 ２５４,０００円 

１０５,４００円 １７７,０００円 ２４７,０００円 

８０,８００円 １６２,０００円 ２４２,０００円 

５６,８００円 １４７,０００円 ２３７,０００円 

① 

② 

① 

② 

③ 

④ 

対  象  条  件 

※減免(補助)額については、当該年度の入園料及び保育料の合計額のため、限度額以
下となる場合有 

※世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算 

3 市民とともに歩む自律都市 

SAKATA
ハイライト表示

SAKATA
ハイライト表示

SAKATA
ハイライト表示

SAKATA
ハイライト表示


